
報告第５号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

専決第１３号 

専 決 処 分 書 

損害賠償の額の決定について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり

専決処分する。 

令和５年（２０２３年）８月２日 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

 宝塚市は、次のとおり市道の管理の瑕疵
か し

による損害を賠償する。 

１ 賠償の理由 

令和５年（２０２３年）４月１５日午後６時頃、ああああああああああああああああ

において、市道の維持管理が不十分であったため、道路側溝から長期間漏れ出していた

雨水が地中土砂を削り出したことにより道路が沈下し、隣接する相手方が所有する石垣

が崩落した。 

この事故は、市道の管理の瑕疵によるものと認められるので、その損害を賠償する。 

２ 賠償の金額 

 金２,０００，２８０円 

３ 賠償の相手方 

 ああああああああああああああ 

あああああああ 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第７１号 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例 

 執行機関の附属機関設置に関する条例（昭和４１年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条の表市長の部宝塚市予防接種健康被害調査委員会の項の次に次のように加える。 

宝塚市健康づく

り審議会 

市民の健康づくりの推

進に関する重要な事項

についての調査、審議

に関する事務 

１７人以内

（必要に応

じ臨時委員

を置く。） 

知識経験者 １人 

保健医療の関係者 ５人 

市内の公共的団体等の代表者 

６人以内 

公募による市民 ３人 

関係行政機関の職員 ２人 

 附 則 

 この条例は、令和５年１２月１日から施行する。 

 

 

 

- 3-



- 4-



議案第７２号 

宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

宝塚市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１２号)の一部を次のように

改正する。 

第１９条第５項中「現在。」の次に「第２０条第４項及び」を加える。 

第２０条第３項後段中「、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの」を削

り、「当該各号に定める額」を「次の各号に掲げる額の合計額」に改め、同項各号を次の

ように改める。 

(１) 前２項の職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）が受けるべき給料及び扶

養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に１００分の１００を

乗じて得た額の総額 

(２) 前２項の職員（定年前再任用短時間勤務職員に限る。）の勤勉手当基礎額に 

１００分の４７．５を乗じて得た額の総額 

第２０条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「第５項及び」及び「において準用す

る第１９条第５項」を削り、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき給料の月額

及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

 第２６条第８項後段中「給料の月額」を「給料」に改める。 

 附則第４６項中「第２０条第４項」を「第２０条第５項」に改める。 

 別表第７中「６，９３０円」を「７，０１０円」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第７の規定は、令和５年１０月１日か

ら適用する。 
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議案第７３号 

宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第１６号)の一部を次のように

改正する。 

附則第２条を削り、附則第１条の見出し及び条名を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７４号 

宝塚市職員の災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

宝塚市職員の災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市職員の災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

宝塚市職員の災害派遣手当等の支給に関する条例（平成７年条例第１７号)の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「第４４条」を「第２６条の８」に、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手

当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７５号 

 宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例 

 宝塚市火災予防条例（昭和５９年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「距離として」の次に「消防長又は」を加える。 

 第５条の２第１項第１号ア及び同項第２号イ中「鋼鈑」を「鋼板」に改める。 

 第１５条第１項第３号中「消防署長」を「消防長」に改め、同項第４号中「キュービク

ル式のものにあっては、」を削り、同条第２項中「消防署長」を「消防長」に改める。 

 第１５条の２第１項第１号中「消防署長」を「消防長」に改め、同項第４号中「雨水等」

を「その筐体は雨水等」に改める。 

 第１７条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロワ

ット時を超え２０キロワット時以下のものであって、蓄電池設備の出火防止措置及び延

焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下

同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。こ

の場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上

又は台上に設けなければならない。 

 第１７条第２項中「、第６号」を削り、同条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電

気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定

めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の

ものを除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保たなければならない。

ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この

限りでない。 

 第１７条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１５条の２第１項第４号」に改め
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る。 

 第２３条中「所轄消防署長（以下「消防署長」という。）」を「消防署長」に改める。 

 第２４条第１項第１号中「距離として」の次に「消防長又は」を加える。 

 第２５条第１項第２号中「において」を「に置いて」に改める。 

 第３５条第５項中「吸い殻容器」を「吸殻容器」に改める。 

 第４４条の２中「消防長」の次に「又は消防署長」を加える。 

 第５４条中「消防署長」を「消防長又は消防署長」に改め、同条第１６号中「蓄電池設

備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時以下のものを除く。）」を加える。 

 第５５条の２第１項中「消防署長が」を「消防長が」に、「消防署長に」を「消防長又は

消防署長に」に改める。 

 第５７条中「第１２号」を「第１７号まで」に改める。 

 別表第３中 

「 

上記に分類

されないも

の 

使用温度が８００℃

以上のもの 

― ２５０ ２００ ３００ ２００ 

使用温度が３００℃

以上８００℃未満の

もの 

― １５０ １００ ２００ １００ 

使用温度が３００℃

未満のもの 

― １００ ５０ １００ ５０ 

」 

を 

「 

固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木炭を燃 料とす

るもの 

炭 火 焼

き器 

― １００ ５０ ５０ ５０ 

不

燃 

木炭を燃 料とす

るもの 

炭 火 焼

き器 

― ８０ ３０ ― ３０ 
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上記に分 類

されない も

の 

使用温度が８００℃

以上のもの 

― ２５０ ２００ ３００ ２００ 

使用温度が３００℃

以上８００℃未満の

もの 

― １５０ １００ ２００ １００ 

使用温度が３００℃

未満のもの 

― １００ ５０ １００ ５０ 

 」 

に改める。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は現に設置の工事がされている燃料電池発電設

備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の宝塚市火

災予防条例（以下「新条例」という。）第１７条第１項に規定する蓄電池設備（この条

例による改正前の宝塚市火災予防条例（附則第４項において「旧条例」という。）第 

１７条第１項に規定する蓄電池設備に該当するものに限る。次項において同じ。）のう

ち、新条例第１５条第１項第４号（新条例第１２条の２第１項及び第３項、第１５条第

３項、第１６条第２項及び第３項並びに第１７条第２項及び第４項において準用する場

合を含む。）の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１７条第１

項に規定する蓄電池設備のうち、新条例第１７条第１項の規定に適合しないものについ

ては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 新条例第１７条第１項に規定する蓄電池設備（旧条例第１７条第１項に規定する蓄電

池設備に該当するものを除く。）のうち、この条例の施行の際現に設置されているもの

及びこの条例の施行の日から起算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、

新条例第１７条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。 
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議案第７６号 

宝塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 宝塚市水道事業給水条例（昭和３６年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２５条関係） 

区分 基本料金（１

月につき） 

従量料金（１月における使用水量１立方メートルにつき） 

第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 第６段 第７段 

一 般

用（公

衆 浴

場 用

及 び

臨 時

用 以

外 の

も の

を い

う。）

１３ミ

リメー

トル 

９００円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

２２円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１５０円

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１８５円

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

４ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

２４０円

４ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

５ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

２６０円

５ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

３ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

以 下 の

分 

２８０円

３ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

る分 

３００円
２０ミ

リメー

トル 

１,１５０円

２５ミ

リメー

トル 

１,８２０円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１６０円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え

２ ０ 立

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え

３ ０ 立
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３０ミ

リメー

トル 

５,６００円

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１６０円

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１９０円

 

４０ミ

リメー

トル 

１１,２００円

 

５０ミ

リメー

トル 

２２,４００円

 

７５ミ

リメー

トル 

２８,０００円

 

１００

ミリメ

ートル 

５６,０００円

 １５０

ミリメ

ートル 

８４,０００円
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 ２００

ミリメ

ートル

以上 

別 に 管 理 者

が定める。 

公衆浴場用 ２,０００円 ５０円 

臨時用 ４,０００円 ４００円 

備考 用途適用基準は、別に管理者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用水量に係る水道の給水料金について適用し、

施行日前の使用水量に係る水道の給水料金については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定にかかわらず、施行日から令和７年３月３１日までの使用水量に

係る水道の給水料金については、附則別表の規定を適用する。 

４ 前２項の場合において、施行日又は令和７年４月１日以後に初めて徴収する水道の給

水料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の使用期間（以下「第１期分使用期間」

という。）に施行日又は令和７年４月１日前の使用期間を含むものについては、当該使

用水量を第１期分使用期間において各日均等に使用したものとみなし、算定する。 

附則別表 

区分 基本料金（１

月につき） 

従量料金（１月における使用水量１立方メートルにつき） 

第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 第６段 第７段 

一 般

用（公

衆 浴

場 用

及 び

臨 時

用 以

１３ミ

リメー

トル 

８５０円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

２１円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

４ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

４ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

５ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

５ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え 

３ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

３ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

る分 

２ ８ ０ 円
２０ミ

リメー

トル 

１,０７５円
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外 の

も の

を い

う。）

 

下の分 

１３５円

下の分 

１６８円

下の分 

２２０円

下の分 

２４０円

以 下 の

分 

２６０円

２５ミ

リメー

トル 

１,５６０円

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１４０円

 

 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１４０円

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え

３ ０ 立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

１７０円

３０ミ

リメー

トル 

４,８００円

４０ミ

リメー

トル 

９ ,６ ０ ０ 円

５０ミ

リメー

トル 

１ ９ ,２ ０ ０ 円

７５ミ

リメー

トル 

２ ４ ,０ ０ ０ 円
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１００

ミリメ

ートル 

４ ８ ,０ ０ ０ 円

 １５０

ミリメ

ートル 

７ ２ ,０ ０ ０ 円

 ２００

ミリメ

ートル

以上 

別 に 管 理 者

が定める。 

公衆浴場用 ２,０００円 ５０円 

臨時用 ４,０００円 ４００円 

備考 用途適用基準は、別に管理者が定める。 
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議案第７７号 

令和４年度宝塚市水道事業会計決算認定について 

令和４年度宝塚市水道事業会計決算を、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

別冊のとおり、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

- 21-



- 22-



議案第７８号 

令和４年度宝塚市下水道事業会計決算認定について 

令和４年度宝塚市下水道事業会計決算を、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

別冊のとおり、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 
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議案第７９号 

 令和４年度宝塚市病院事業会計決算認定について 

 令和４年度宝塚市病院事業会計決算を、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

別冊のとおり、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 
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議案第８０号 

工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その５））の

変更について 

工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その５）、令和５年３

月２９日議案第３１号で議決）の一部を次のとおり変更しようとするので、地方自治法第

９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

「１ 契 約 の 目 的  土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その５） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ￥１９８，０００，０００.- 

４ 契約の相手方  宝塚市小浜３丁目６番５号 

 株式会社アーデント 

 代表取締役 吉 田 信 幸 

５ 工 事 場 所  宝塚市長尾台１丁目地内 

６ 工 事 概 要  崩壊土砂防護柵工 一式 

 仮設工      一式                」 

中 

「３ 契 約 の 金 額  ￥１９８，０００，０００.-              」 

を 

「３ 契 約 の 金 額  ￥２１７，０２４，５００.-              」 

に変更する。 
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議案第８１号 

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その１））の変更につ 

いて 

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その１）、令和４年１０月７日

議案第１０２号で議決、令和５年３月２９日議案第３２号で変更議決）の一部を次のとお

り変更しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

「１ 契 約 の 目 的  （都）荒地西山線道路新設改良工事（その１） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ￥４１６，７７４，６００.- 

４ 契約の相手方  宝塚市小浜２丁目１－２－２０２ 

株式会社カナック工業 

代表取締役 金 山 敬 姫 

５ 工 事 場 所  宝塚市千種１丁目外地内 

６ 工 事 概 要  土工     一式 

 場所打擁壁工 １１６ｍ 

（Ｕ型擁壁、Ｗ=８.９～９.５ｍ、Ｈ=１.７～８.５ｍ) 

仮設工    一式 

グラウンドアンカー、切梁腹起し 

鋼矢板圧入北側：１０２枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：９３枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

Ｆ側：２１枚（Ⅲ型） 

鋼矢板引抜北側：１５４枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：１４５枚（Ⅲ・Ⅳ・ⅤＬ型） 

地中障害物除却、薬液注入、覆工板工等 

工事用道路工 一式 

構造物撤去工 一式 

交通管理工  一式                  」 
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中 

「３ 契 約 の 金 額  ￥４１６，７７４，６００.-              」 

を 

「３ 契 約 の 金 額  ￥４０３，０３４，５００.-              」 

に、 

「６ 工 事 概 要  土工     一式 

 場所打擁壁工 １１６ｍ 

（Ｕ型擁壁、Ｗ=８.９～９.５ｍ、Ｈ=１.７～８.５ｍ) 

仮設工    一式 

グラウンドアンカー、切梁腹起し 

鋼矢板圧入北側：１０２枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：９３枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

Ｆ側：２１枚（Ⅲ型） 

鋼矢板引抜北側：１５４枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：１４５枚（Ⅲ・Ⅳ・ⅤＬ型） 

地中障害物除却、薬液注入、覆工板工等 

工事用道路工 一式 

構造物撤去工 一式 

交通管理工  一式                  」 

を 

「６ 工 事 概 要  土工     一式 

 場所打擁壁工 １１６ｍ 

（Ｕ型擁壁、Ｗ=８.９～９.５ｍ、Ｈ=１.７～８.５ｍ) 

仮設工    一式 

グラウンドアンカー、切梁腹起し 

鋼矢板圧入北側：１０３枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：９４枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

鋼矢板引抜北側：１５４枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：１４５枚（Ⅲ・Ⅳ・ⅤＬ型） 

薬液注入、覆工板工等 
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工事用道路工 一式 

構造物撤去工 一式 

交通管理工  一式                  」 

に変更する。 
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議案第８２号 

財産（救急自動車）の取得について 

次のとおり財産を取得しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議

会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 財産の種類及び数量  救急自動車１台 

２ 財 産 の 配 置 場 所  宝塚市西消防署 

３ 取 得 の 目 的  宝塚市西消防署の救急業務用 

４ 取 得 の 金 額  ￥２２，９９０，０００.- 

５ 取 得 の 相 手 方  神戸市須磨区大池町３丁目１番１号 

 兵庫トヨタ自動車株式会社 

 特販営業所所長 白 根 浩 司 
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議案第８３号 

財産（救急自動車）の取得について 

次のとおり財産を取得しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議

会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 財産の種類及び数量  救急自動車１台 

２ 財 産 の 配 置 場 所  宝塚市西消防署 

３ 取 得 の 目 的  宝塚市西消防署の救急業務用 

４ 取 得 の 金 額  ￥２２，９９０，０００.- 

５ 取 得 の 相 手 方  神戸市須磨区大池町３丁目１番１号 

 兵庫トヨタ自動車株式会社 

 特販営業所所長 白 根 浩 司 
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議案第８４号 

 損害賠償の額の決定について 

 次のとおり損害賠償の額を決定しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市は、次のとおり市の施設の管理の瑕疵
か し

による損害を賠償する。 

１ 賠償の理由 

令和４年（２０２２年）８月２４日午後１時１５分頃、宝塚市営火葬場において、同

火葬場を訪れた相手方が送迎バスから降りたところ、足元に敷かれていた足ふきマット

の管理が不十分であったため、裏面が濡れた同足ふきマットが滑ったことにより転倒し、

右足首の関節を骨折した。 

この事故は、市の施設の管理の瑕疵によるものと認められるので、その損害を賠償す

る。 

２ 賠償の金額 

 金１，３６４，３５０円 

３ 賠償の相手方 

 あああああああああああああああああああ 

 あああああああ 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第８５号 

公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館）の指定管理者

の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称   宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館 

２ 指定管理者となる団体  宝塚市小浜１丁目１番１１号 

公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社 

代表理事 田名網 陽 子 

３ 指 定 の 期 間  令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
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議案第８６号 

公の施設（宝塚市立高司グラウンド）の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称  宝塚市立高司グラウンド 

２ 指定管理者となる団体  宝塚市小浜１丁目１番１１号 

公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社 

代表理事 田名網 陽 子 

３ 指 定 の 期 間  令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
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議案第８７号 

公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称  宝塚市立売布北グラウンド 

２ 指定管理者となる団体  宝塚市小浜１丁目１番１１号 

公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社 

代表理事 田名網 陽 子 

３ 指 定 の 期 間  令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
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議案第８８号 

公の施設（宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称  宝塚市立花屋敷グラウンド 

２ 指定管理者となる団体  神戸市中央区海岸通６番地 

国際ライフパートナー株式会社 

代表取締役 荒 谷 明 彦 

３ 指 定 の 期 間  令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
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議案第８９号 

公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝塚市立西公民館）

の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称  宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝塚市立西公

民館 

２ 指定管理者となる団体  東京都目黒区東山１丁目５番４号ＫＤＸ中目黒ビル６階 

 アクティオ株式会社 

 代表取締役 淡 野 文 孝 

３ 指 定 の 期 間  令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
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議案第９０号 

 公の施設（宝塚市営住宅）の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵  

 

１ 公 の 施 設 の 名 称  宝塚市営住宅 

２ 指定管理者となる団体  西宮市六湛寺町９番１６号 

 日本管財株式会社 

 代表取締役 福 田 慎太郎 

３ 指 定 の 期 間  令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
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議案第９１号 

公の施設（宝塚市公益施設）の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称  宝塚市公益施設 

２ 指定管理者となる団体    神戸市中央区海岸通６番地 

国際ライフパートナー株式会社 

 代表取締役 荒 谷 明 彦 

３ 指 定 の 期 間    令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
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議案第９２号 

公の施設（宝塚市立文化施設及び宝塚市立宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧

校舎））の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称  宝塚市立文化施設及び宝塚市立宝塚文化創造館（宝塚音

楽学校旧校舎） 

２ 指定管理者となる団体  宝塚市栄町２丁目１番１号 

公益財団法人宝塚市文化財団 

代表理事 秋 山 文 子 

３ 指 定 の 期 間  令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 

- 53-



- 54-



議案第９３号 

丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議について 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関

して次のとおり関係地方公共団体と協議するため、同法第２９０条の規定により、議会の

議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

丹波少年自然の家事務組合規約の一部を変更する規約 

 丹波少年自然の家事務組合規約（昭和５４年４月１日規約第１号）の一部を次のように

変更する。 

 第１４条の次に次の１条を加える。 

 （解散した場合の事務の承継及び決算審査） 

第１５条 組合が解散した場合においては、丹波市がその事務を承継する。 

２ 前項の場合において、組合の管理者が調製した決算については、丹波市の監査委員が

審査を行い、その意見を付けて丹波市の議会の認定に付すものとする。 

附 則 

 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。 
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議案第９４号 

丹波少年自然の家事務組合の解散に関する協議について 

 地方自治法第２８８条の規定により、丹波少年自然の家事務組合を解散することについ

て構成団体と協議するため、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

丹波少年自然の家事務組合の解散 

 令和６年３月３１日限りで丹波少年自然の家事務組合を解散する。 
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議案第９５号 

丹波少年自然の家事務組合の解散に伴う財産処分に関する協議について 

 地方自治法第２８９条の規定により、丹波少年自然の家事務組合を解散することに伴う

財産処分について関係地方公共団体と協議するため、同法第２９０条の規定により、議会

の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

丹波少年自然の家事務組合の解散に伴う財産処分 

 丹波少年自然の家事務組合（以下「組合」という。）の財産を次のように処分する。 

(１) 組合の解散時に保有する一切の財産、権利等は丹波市に帰属させる。 

(２) 前号に伴い必要となる経費については、関係地方公共団体が負担することとし、

組合に拠出する。 
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諮問第２号 

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

宝塚市の区域の人権擁護委員１３人のうち１人の任期が、令和５年１２月３１日をもっ

て満了するため、次の者を委員の候補者として法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和５年（２０２３年）９月１日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

人権擁護委員の候補者として推薦しようとする者 

住 所  ああああああああああああああああああああ 

氏 名  荻 野 雅 憲 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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